
市町村合併に関する緊急要望

全国町村会はかねてから、市町村合併は強制ではなく、自主的

合併でなければならないと主張してきた。

仄聞するところによると、与党においては町村合併を行う場合

の市となる人口要件を「３万人以上」に緩和するとともに、連た

ん戸数の要件を適用しないとする合併特例法の改正を検討されて

いるようである。

地方自治法は市となるべき人口要件等を規定しているが、既に

平成１０年１２月の合併特例法の改正により ５万人以上 が ４「 」 「

万人以上」とされており、更に要件を緩和するとすれば、市と町

村を区分けする法の趣旨が極めて曖昧となる。

市町村合併は、条件が整った地域から住民合意の下、自主的に

行われるべきものであり、地域の実情を無視した性急な合併は、

かつての経験に鑑みても、行政サービスの低下や地域格差の拡大

につながることが懸念され、絶対に行うべきではない。

国においては、市町村合併を進めるにあたって地域住民の意思

を十分尊重し、真に自主的なものとなるよう強く要望する。
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